金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金交付要領

（趣旨）

第１　この要領は、飼料等価格の高騰により、畜産農業経営が厳しさを増しているため、町内の畜産農家の事業継続を支援することを目的に、国の重点支援地方交付金活用事業として、予算の範囲内で金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、金ケ崎町補助金交付規則（昭和４２年金ケ崎町規則第２０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助金の交付対象者）

第２　補助金の交付対象者は、町内で肉用牛及び乳用牛を飼育し、かつ町内に住所を有する個人、又は町内に事業所を有する法人を含む団体。ただし、預託牛については、預託牛を所有している者とする。

（補助金の額）

第３　補助金の額は、別表により算定される額とする。
（補助金の交付申請）

第４　補助金の交付を受けようとする者は、金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に必要書類を添えて、町長が定める期日までに提出するものとする。
（補助金の交付決定）

第５　町長は、第４の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査のうえ、交付の可否を決定する。

２　町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、第４の規定により申請を行った者（以下「申請者」という。）に対し、金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。

３　町長は、第１項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、申請者及び委任者に対し、金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金交付決定通知書（様式第２－２号）により、その旨及び理由を明示し、通知するものとする。
（調査及び報告）　
第６　町長は必要に応じ、交付金の交付を受けた者の経過及び成果等について調査を行い、又は報告を求めることができる。

（補助金の交付請求）

第７　第５の規定による交付決定を受けた申請者は、金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金請求書（様式第３号）に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

（補助金の交付）

第８　町長は、第７の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

（交付決定の取消し等）

第９　町長は、申請者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

（２）その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

２　町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、規則第１６条第１項に基づき、金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。

（補助金の返還）

第１０　町長は、第９の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の　　　全部又は一部の返還を命ずることができる。

（要領の失効）

第１１　この要領は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前において補助金の交付を受けた者に係る第９及び第１０の規定は、この要領の失効後もなおその効力を有する。

（補則）

第１２　この要領に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
別表（第３関係）
金ケ崎町畜産農家飼料等購入支援臨時補助金単価一覧表
	種　　類
	交付単位
	交付単価（円）

	乳牛（経産牛に限る）
	１頭当たり
	10,000

	上記以外
	１頭当たり
	6,000


　　※飼育牛の種類については、岩手県家畜頭羽数調査の調査区分とし、令和７年１１月１日現在の飼養頭数を用いて算定する。　

